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１　

未
成
年
者
と
雇
用
の
制
限
・
禁
止

　

企
業
で
は
、
一
般
的
に
様
々
な
年
代
の

人
が
働
い
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
未
成

年
者
を
雇
用
す
る
企
業
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
未
成
年
者
は
、
成
人
と
比
べ
、

精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
未
発
達
の
状
態

に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
法
は
未
成
年
者

の
雇
用
に
あ
た
り
、
様
々
な
規
制
を
設
け

て
い
ま
す
。

　

使
用
者
は
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
に

つ
い
て
、
そ
の
年
齢
を
証
明
す
る
戸
籍
証

明
書
を
事
業
場
に
備
え
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
労
働
基
準
法
五
十
七
条
一
項
）

と
さ
れ
て
お
り
、
違
反
す
る
と
、
三
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
（
同

百
二
十
条
一
号
）
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は

行
政
官
庁
の
監
督
の
実
効
性
を
確
保
す
る

た
め
に
あ
り
ま
す
が
、
使
用
者
も
当
該
未

成
年
者
の
身
元
や
年
齢
を
き
ち
ん
と
把
握

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣

旨
に
基
づ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
使
用
者
は
、
児
童
が
満
十
五
歳

に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

日
が
終
了
す
る
ま
で
、
こ
れ
を
使
用
し
て

１　

未
成
年
者
と
雇
用
の
制
限
・
禁
止

は
な
ら
な
い
（
同
五
十
六
条
一
項
）
と
さ

れ
て
お
り
、
違
反
す
る
と
、
一
年
以
下
の

懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
ま
す
（
同
百
十
八
条
一
項
）
。
こ
れ
に

は
、
一
定
の
事
業
で
あ
り
、
か
つ
行
政
官

庁
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
例
外

（
同
五
十
六
条
二
項
）
も
あ
り
ま
す
が
、

ま
ず
、
義
務
教
育
を
終
え
る
年
齢
ま
で
は

児
童
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
法

の
原
則
で
す
。
こ
の
年
齢
の
児
童
は
何
よ

り
も
学
業
を
優
先
す
べ
き
で
あ
り
、
大
人

の
都
合
で
年
少
者
の
福
祉
が
害
さ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
と
い
う
趣
旨
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
使
用
者
と
し
て
は

正
確
に
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
労
働
者
が
身
元
や
証
明
書
類
を
操

作
し
て
、
年
齢
を
偽
っ
て
就
業
す
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
が
、
使
用
者
に
お
い
て
年

齢
の
確
認
が
杜
撰
だ
と
、
違
反
を
犯
し
た

も
の
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

２　

未
成
年
者
の
労
働
契
約

　

未
成
年
者
の
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
親

権
者
又
は
後
見
人
は
、
未
成
年
者
に
代

２　

未
成
年
者
の
労
働
契
約

わ
っ
て
労
働
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な

い
（
同
五
十
八
条
一
項
）
、
と
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
、
三
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
（
労
働

基
準
法
百
二
十
条
一
号
）
。
こ
れ
は
、
未

成
年
者
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば

未
成
年
者
の
親
が
勝
手
に
未
成
年
者
と
雇

用
者
と
の
間
で
労
働
契
約
を
締
結
し
、
未

成
年
者
が
搾
取
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
未
成
年
者
保

護
の
観
点
か
ら
、
労
働
契
約
が
未
成
年
者

に
不
利
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
親
権
者
も
し
く
は
後
見
人
、
ま
た
は

行
政
官
庁
は
、
そ
の
契
約
を
将
来
に
向

か
っ
て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同

五
十
八
条
二
項
）
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

３　

未
成
年
者
の
賃
金
請
求

　

賃
金
に
つ
い
て
、
未
成
年
者
は
、
独
立

し
て
賃
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

親
権
者
又
は
後
見
人
は
、
未
成
年
者
の
賃

金
を
代
わ
っ
て
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い

（
同
五
十
九
条
）
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
対
す
る
違
反
に
は
、
三
十
万
円
以
下
の

罰
金
が
課
さ
れ
ま
す
（
同
百
二
十
条
一

号
）
。
こ
れ
も
、
未
成
年
者
が
親
権
者
等

に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る

規
定
で
す
。
使
用
者
が
親
権
者
に
直
接
渡

し
、
又
は
親
権
者
名
義
の
口
座
に
給
与
を

３　

未
成
年
者
の
賃
金
請
求

振
り
込
ん
で
も
、
未
成
年
者
が
別
途
独
立

し
て
請
求
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
、
使
用

者
と
し
て
は
（
後
に
親
権
者
等
に
支
払
っ

た
分
に
つ
い
て
返
還
請
求
で
き
る
と
し
て

も
）
二
重
払
い
の
危
険
が
生
じ
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

４　

そ
の
他
の
規
制
と
使
用
者
の
対
策

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
未
成
年
者
に
つ

い
て
は
様
々
な
規
定
が
あ
り
ま
す
が
、
無

用
な
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
、
使
用
者

と
し
て
は
、
未
成
年
者
本
人
や
親
権
者
等

に
し
っ
か
り
意
思
確
認
等
を
行
っ
て
い
く

こ
と
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
、
行
政

官
庁
に
相
談
す
る
こ
と
が
肝
要
に
な
り
ま

す
。
（
本
稿
担
当
）　

白
鳥　

俊
昭

４　

そ
の
他
の
規
制
と
使
用
者
の
対
策

経
営
者
の
た
め
の
法
律
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談
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